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このメールマガジンは群馬産業保健総合支援センターのホームページに掲載された新着情報やその他 

の産業保健情報について配信しています。 
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認定産業医研修・産業保健セミナー（4～6 月）について 
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当センター開催の認定産業医研修・産業保健セミナー（4～6月）を掲載します。 

お申し込み・詳細につきましては、ホームページをご覧下さい 

http://www.gunmas.johas.go.jp/seminar/index.html 

 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、事前にお申し込みのない方の受講はできませ

ん。必ず申し込みをして下さい。 

・規模を縮小して実施している為、当面の間、県外にお勤めの方の受講はご遠慮下さい。 

・緊急事態宣言が発出された場合は、研修・セミナーは、全て中止させて頂きますのでご理解

の程よろしくお願い致します。その場合には、ホームページ、FAX またはメールにてお知らせ

致します。 

 

日 程 テーマ 開催場所 

 

 

 

http://www.gunmas.johas.go.jp/
http://www.gunmas.johas.go.jp/seminar/index.html


☆認定産業医研修 ※日本医師会認定産業医以外の方の受講はご遠慮願います。 

4月 18日(月) 
『 交流分析を使ったメンタルヘルス対策 

～タイプ別ストレス対処とコミュニケーションの取り方～ 』 

＊定員まで残りわずかです。 

群馬県 

市町村会館 

4月 27日（水） 
『 特定化学物質障害予防規則の改正について 

                   ～溶接ヒュームの対応等～ 』 

群馬県 

市町村会館 

5月 11日(水) 『 産業医概論 』 
群馬県 

市町村会館 

5月 17日(火) 
『 交流分析を使ったメンタルヘルス対策 

～タイプ別ストレス対処とコミュニケーションの取り方～ 』 

群馬県 

市町村会館 

5月 19日（木） 『 糖尿病治療と仕事の両立支援 』 前橋テルサ 

5月 26日(木) 
『 健康診断の事後措置 』 

＊定員まで残りわずかです。 

群馬県 

市町村会館 

6月 3日（金） 『 健康診断の事後措置 』 前橋テルサ 

6月 21日（火） 『 産業医概論 』 
群馬県 

市町村会館 

☆産業保健セミナー ※日本医師会認定産業医更新の単位取得のセミナーではありません。 

4月 18日(月) 

『 交流分析を使ったメンタルヘルス対策 

  ～タイプ別ストレス対処とコミュニケーションの取り方～ 』 

＊すでに本研修は定員となりました。 

群馬県 

市町村会館 

4月 27日（水） 
『 特定化学物質障害予防規則の改正について 

                   ～溶接ヒュームの対応等～ 』 

群馬県 

市町村会館 

5月 17日（火) 
『 交流分析を使ったメンタルヘルス対策 

 ～タイプ別ストレス対処とコミュニケーションの取り方～ 』 

群馬県 

市町村会館 

5月 19日（木） 『 糖尿病治療と仕事の両立支援 』 前橋テルサ 

5月 26日(木) 
『 健康診断の事後措置 』 

＊すでに本研修は定員となりました。 

群馬県 

市町村会館 

6月 3日（金） 『 健康診断の事後措置 』 前橋テルサ 
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3 月の認定産業医研修・産業保健セミナー開催結果 
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◎認定産業医研修 



テ ー マ ：  『脳・心臓疾患の労災認定基準の改正について』 

開催日時 ： 3月 9日（月）14：00～16：00 

開催会場 ： 前橋テルサ 9階つつじ 

講   師 ： 萩原  秀樹（群馬産業保健総合支援センター 副所長） 

参 加 者 ： 19名 

内   容 ： 令和3年9月に脳・心臓疾患の労災認定基準が約20年ぶりに改正されました。 

本研修では、労災認定基準のポイント等についてお話しいただきました。 

参加者からは、 

「改正点をとても分かり易く解説して頂いた」「元来判断困難な事案なので、事例の説明もあ

り分かり易かった」「長時間労働者面談の際、該当者の基礎疾患、睡眠時間を確認する意

識付けに役立った」 

等の意見を得ました。 
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関係機関の動き 
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1. 「規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について～皆さまの安全を守るため適正な墜落制

止用器具を使用してください～」について（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24070.html 

 

2. 労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存

等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について（厚労省） 

https://www.gunmas.johas.go.jp/topic/img/388-0.pdf 

 

3. 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220225K0030.pdf 

 

4. 除染等作業に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000897620.pdf 

 

5. 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000860576.pdf 

 

6. 「スベッチャダメよ！転倒予防 ムチャしちゃダメよ！腰痛予防」のキャンペーンの実施について（厚労

省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html 

 

7. ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000917294.pdf 
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8. 治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の改定について（厚労省） 

https://www.gunmas.johas.go.jp/topic/img/391-0.pdf 

 

9. 建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化さ

れています（群馬労働局） 

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001090554.pdf 

 

10. 石綿事前調査結果の電子報告について（群馬労働局） 

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001090589.pdf 

 

11. 石綿ばく露防止対策の推進について（群馬労働局） 

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/20220113_ishiwatataisaku.pdf 

 

12. 職場における労働衛生基準が変わりました（群馬労働局） 

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/jimusyosoku.html 

 

13. 「あなたも今日からゲートキーパー～動画研修のお知らせ」について（群馬県こころの健康センター） 

https://www.gunmas.johas.go.jp/topic/img/379-0.pdf 
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センターからのお知らせ 

① ストレスチェック制度の導入をサポートします 

② メンタルヘルス対策支援をご利用下さい 

③ 治療と仕事の両立支援事業をご利用下さい 
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① ストレスチェック制度の導入をサポートします 

平成 27年 12月 1日から施行されました「ストレスチェック制度」について、当センターでは、研修会の他

下記の支援を行っています。 

   ☆実施方法などについて質問したい 「ストレスチェック制度サポートダイヤル」 

    電話相談窓口を開設しています。 

    電話番号：全国統一ナビダイヤル 0570-031050 ※通話料金がかかります。 

    開設時間：平日 10時～17時 

   ☆直接会社に来て助言してほしい  「個別訪問支援」 

    メンタルヘルス対策の専門家が、直接事業場を訪問して、ストレスチェック制度の導入について、各事

業場の状況にあった具体的なアドバイスをします。（無料） 

※申込は当センターホームページの「メンタルヘルス対策」からお願い致します。 

     http://www.gunmas.johas.go.jp/mental/index.html 

 

② メンタルヘルス対策支援をご利用下さい 

   平成 28年度から、従来の「管理監督者向けのメンタルヘルス教育研修」に加えて、新入社員をはじめ 

入社 2～3年目の「若年者向けのメンタルヘルス教育研修」が始まりました。 

https://www.gunmas.johas.go.jp/topic/img/391-0.pdf
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   管理監督者対象と同様、年 1回無料でご利用いただけます。メンタルヘルス対策として、春に若手社員 

向け研修を、秋に管理監督者向け研修を計画すれば、年 2回無料でご利用可能です。 

   その他、メンタルヘルス対策個別訪問支援では、専門スタッフが無料で事業場まで出向いてメンタルヘ 

ルス対策の体制づくり（心の健康づくり計画や就業規則、職場復帰プログラムの作成など）のお手伝い 

を致します。 

※申込は当センターホームページの「メンタルヘルス対策」からお願い致します。 

     http://www.gunmas.johas.go.jp/mental/index.html 

 

③ 治療と仕事の両立支援事業をご利用下さい 

   がん対策基本法が改正され、第 8条に（事業主の責務）として、「事業主は、がん患者の雇用の継続等 

に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとす 

る。」と新設、事業場にはがん等に罹患しても安心して働き続けられる職場、安全に働く事ができる職場 

を作るために積極的な取り組みが求められています。 

   また、平成 28年 2月には厚労省により「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライ 

ン」が作成されました。 

  当センターでは、ガイドライン等の周知に取り組むとともに、各事業場に対して以下の支援を実施いたし 

ます。 

  ☆個別訪問支援 

    両立支援促進員が職場を訪問し、導入を進めるための相談、事業場における体制づくり・規定や制

度づくりへの助言（柔軟な年休制度、病気休暇制度等）など両立支援を進めるにあたっての枠組み作

りをお手伝いします。（無料） 

   ☆管理監督者・労働者教育 

     両立支援促進員が職場を訪問し、管理監督者や働く人に対する治療と職業生活の両立への理解を 

促す教育を実施すると共に、「患者（労働者）と事業場との個別調整の支援」を行っています。 

   ※申込は当センターホームページの「治療と仕事の両立支援」からお願い致します。 

     http://www.gunmas.johas.go.jp/ryouritsushien/index.html 
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独立行政法人労働者健康安全機構 本部からのお知らせ 

「働くあなたの健康と安全のために」のご案内！ 
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機構本部では、職域における労働者の健康と安全の為に様々な情報を提供しています。 

https://www.johas.go.jp/ 

① 産保センターWebひろば 

産業保健総合支援センター（さんぽセンター）、地域産業保健センター（地さんぽ）で行なっている詳し 

いサービス内容や産業保健に関する資料の紹介など、今後さらに役に立つコンテンツを拡充していきま 

す。 

 「さんぽセンター」「地さんぽ」が提供するサービスについて、俳優の谷原章介さんがわかりやすく解説し 

ます。 

 https://www.johas.go.jp/Portals/0/sanpocenter/webhiroba.html 

http://www.gunmas.johas.go.jp/mental/index.html
http://www.gunmas.johas.go.jp/ryouritsushien/index.html
https://www.johas.go.jp/
https://www.johas.go.jp/Portals/0/sanpocenter/webhiroba.html


 

② 産業保健関係助成金のご案内 

  https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx 

を新設致しました。 

職場における労働者の健康管理の為にご活用をお待ちしております。 

「助成金制度専用ナビダイヤル」 

電話番号：0570-783046（ナヤミヲシロウ） ※通話料金がかかります。 

開設時間：9時～12時  13時～18時 

 

③ 治療と仕事の両立支援～もしも「サラリーマン金太郎」が中小企業の社長だったら・・・～ 

治療と仕事の両立支援編「サラリーマン金太郎」特別漫画を公開しています。 

https://www.ryoritsushien.johas.go.jp/ryoritsushien_kintaro/ 
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☆年に 1回の健診で健康チェックをしましょう 

  生活習慣病の多くは、進行するまで自覚症状がありません。健診は、早期発見に欠かせません。年に 1

回受診して、病気の芽を摘みましょう。 

① 毎年必ず健診を受ける 

病気の予防には健診が不可欠です。忙しくても、不調でなくても、必ず受診 

しましょう。 

② 過去の結果と比較しよう 

数年間の結果を比較する事で体の変化が分かり、異常を早期に見極める事 

ができます。 

③ 結果をいかして生活習慣改善をしましょう 

結果をもとに生活習慣を見直し、改善にいかしましょう。専門家による健康 

サポート（特定保健指導）の案内があったら、必ず受けて下さい。 

♪コロナ禍で健診から遠ざかっていませんでしたか？♪ 

   コロナ禍では健診を受診しない人が問題になりました。生活習慣病の予防には毎年の健診が肝心で

す。年に一度、必ず健診を受けましょう。 
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